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三 

 
衆
議
院
議
員
木
間
章
君
提
出
円
高
と
原
油
安
に
よ
る
電
力
会
社
の
差
益
還
元
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

電
力
業
界
の
差
益
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
為
替
レ
ー
ト
及
び
原
油
価
格
の
動
向
、
決
算
の
状 

 

況
等
事
態
の
推
移
を
見
守
る
一
方
で
、
需
要
家
の
利
益
の
た
め
に
差
益
を
用
い
る
と
の
原
則
の
下
に
、
有
識
者
や 

 

電
気
事
業
審
議
会
等
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
、
慎
重
に
具
体
的
な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
電
気
料
金
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ 

き
、
原
価
主
義
の
原
則
及
び
需
要
家
間
の
公
平
の
原
則
に
従
つ
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
こ
と
か 

 
 

ら
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
範
囲
内
で
、
一
定
の
条
件
の
下
に
融
雪
の
た
め
の
電
熱
需
要
に
適
用
す
る
「
融
雪
用
電 

 

力
」
を
契
約
種
別
と
し
て
設
け
る
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



二
に
つ
い
て 

な
お
、
配
電
線
の
地
中
化
に
つ
い
て
は
、
都
市
景
観
の
向
上
、
防
災
等
の
観
点
か
ら
は
有
意
義
で
あ
る
が
、 

 

建
設
費
用
、
需
要
変
動
へ
の
即
応
性
等
の
面
で
留
意
す
べ
き
点
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
都
市
も
含
め
、
電
力 

 

需
要
が
多
く
、
か
つ
、
安
定
し
た
都
市
中
心
部
を
主
体
に
計
画
的
か
つ
着
実
に
実
施
す
る
よ
う
電
力
業
界
を
指 

 

導
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

電
力
業
界
の
差
益
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 
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